
2月２日から3月1２日は
住民税の申告相談と所得税の確定申告期間です

令和8年1月1日現在、高千穂町に居住していた人
で、次のいずれかに該当する人
❶給与支払報告書の提出のない会社・事務所・商
店等の給与所得者

❷農業・営業・不動産・その他の所得のあった人

❸土地・建物・山林等を売却した人
❹2種類以上の所得のある人（給与と年金、給与
を2か所以上から受けているなど）

❺生命保険の満期等で一時所得のあった人
❻所得はなかったが所得証明等の必要な人
❼障がい年金や遺族年金などは非課税ですが、税
務課で金額が分からないため、申告してくださ
い。申告をしないと国保税・後期高齢者医療保
険料の負担が高くなることがあります。

❶黒ボールペン(感染症対策のためご持参下さい)
❷印鑑(本人が署名する場合は不要)
❸所得のわかるもの
　事業所得（農業を含む）がある人

収支が分かる帳簿、領収書、出荷証明など（牛
飼養農家は「肉用牛管理調査表」）。

　年金を受給している人
非課税の障がい年金や遺族年金受給者は、年
金振込通知などの金額のわかるもの

　賃金をもらった人
　　給与の源泉徴収票又は賃金支払証明書
　その他の収入がある人
　　収入のわかる書類等
❹国民年金や農業者年金の領収書又は支払いに関
する証明書、生命保険・共済掛金、地震保険料等
の証明書

❺その他、各種控除を受ける方は控除を受けるの
に必要な領収書や証明書

❻マイナンバーカード又は通知カード
❼身分証明書
❽税務署から「利用者識別番号」の用紙が届いた方
はその用紙

❶所得が給与所得のみで年末調整が済んでいる人
❷他の所得者の扶養控除の対象となる人
❸青色申告等、所得税の確定申告をする人

❶源泉徴収された税金が納め過ぎになっている人
（年末調整が済んでいない人や扶養控除等の控
除を新たに受ける人など）。

申告をしなければならない人 申告相談に必要なもの

申告をしなくてもよい人

申告をすれば税金が戻る人

※生産物を出荷せず収入がなくても、稲作等をして
いる人は申告する必要があります。（自家用の米も
収入とみなされるため） ※平成26年1月から農業を含む事業を行うすべて

の人は、記帳が義務付けられています。申告の
際、ご自身で項目ごとに集計を行っていただき、
帳簿にまとめてご持参ください。集計がされて
いないと、農業所得ではなく雑所得として扱う
よう税務署から指導されています。

お
う
ち
でe-Tax

　

令
和
７
年
分
の
確
定
申
告
は
、
ス

マ
ホ
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利

用
し
て
、
ご
自
宅
か
ら
申
告
で
き
る

e-Tax

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、
金

額
等
を
入
力
す
る
だ
け
で
、
自
動

計
算
で
申
告
書
の
作
成
が
で
き
、
計

算
誤
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
作

成
し
た
申
告
書
は
、
そ
の
ま
ま

e-Tax

で
送
信
で
き
ま
す
！ 

　
そ
の
際
、
利
用
者
証
明
用
電
子

証
明
書
の
パ
ス
ワ
ー
ド（
数
字
４
桁
）

と
署
名
用
電
子
証
明
書
の
パ
ス
ワ
ー

ド
（
英
数
字
６
文
字
以
上
16
文
字

以
下
）
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
署

名
用
電
子
証
明
書
の
パ
ス
ワ
ー
ド
が

分
か
ら
な
い
場
合
は
、
市
区
町
村
の

窓
口
・
コ
ン
ビ
ニ
等
で
再
設
定
が
可

能
で
す
。
さ
ら
に
、「
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
連
携
」
を
利
用
す
る
と
、
マ
イ

ナ
ポ
ー
タ
ル
経
由
で
控
除
証
明
書
等

の
デ
ー
タ
を
一
括
取
得
し
、
所
得
税

の
確
定
申
告
書
の
該
当
項
目
へ
自
動

入
力
が
可
能
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（https://w

w
w

.nta.go.jp/

）

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
最
寄
り
の
税

務
署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

延
岡
税
務
署

　
　
０
９
８
２
・
32
・
３
３
０
１

　
　

※
自
動
音
声
案
内

国税庁HP
「確定申告書等作
成コーナー」

税務課 町民税係　☎73‐1201税務課 町民税係　☎73‐1201お問い合わせ


